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第３章 計画の構成と品目別課題整理及び今後の方針について 

 

１ 計画作成の目的及び方針 

 

竹原市農林水産アクションプランでは、第２章において整理した共通課題を踏まえ、今後の本

市の農林水産業の目指す姿を「交流・連携が生まれ地域の活力を高める基盤となる農林水産業が

営まれているまち」とし、農林水産業を構成する「ひと」、「もの」、「かね」という柱に、時

代性を踏まえ、「担い手の育成」、「生産振興と基盤整備」、「流通販売と６次産業化」という

農林水産業横断的な３つのテーマを据え，課題解決を進めていくこととしています。 

本構想は，この竹原市農林水産アクションプランにおける「流通販売と６次産業化」について

具体的に進めていく上での「現状」と「課題」と課題を解決していくための「方針」を示してい

くものとともに、品目ごとにおいて現状がことなるため、品目ごとに上記３点を整理し、その中

で特にすぐに需要の拡大がみこまれ、体制の構築が必要な品目を重点品目として整理するものと

します。 

 

２ 品目別課題整理及び今後の方針について 

 

竹原市は、広島県中南部の瀬戸内海の沿岸に位置し，東は三原市，西と北は東広島市に隣接し，

南は大崎上島町，愛媛県大三島町と相対している。また地形は，300～500ｍの連立する山地の傾

斜地が多く、その谷あいに南北に河川が流れ、上流から中流にかけて田畑が、下流にはぶどう畑

が広がっている。土壌は、花崗岩と古成層が大部分を占め、一部に流紋岩を母岩とする赤土が分

布している。気候は、年平均気温15.7℃、年間降水量は855ｍｍと温暖少雨な地域である。 

このように様々な特性をもつ当市においては、その特性により北部水田地帯では米や野菜、中

心部では竹（たけのこ）、沿岸部ではぶどうやかんきつ、赤土土壌の広がる吉名町でのじゃがい

も、山合での畜産、温暖な気候を活かした花きといった農林産物に加え瀬戸内海の海産物と様々

な農林水産物地域資源が産出されている。 

これら地域資源の生産者や地域資源を活用した事業者から流通経路や６次産業化の状況を各

品目ごと（たけのこ、ばれいしょ、ぶどう、海産物、その他品目）に聞き取り、「現状」と「課

題」と課題を解決していくための「方針」を整理しました。 
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（１）たけのこ 

 

背景 

たけのこは，歌手村田英雄が唄った竹原音頭の冒頭のフレーズ「♪たけのこ生えればよ～」に

あるように，まさにたけはらの名産品の王道として位置づけられている。たけはらの名前の由来

も古くから竹林が多かったためといわれている。竹原市小梨町小吹地区で主に生産されているが、

小吹の竹林は単なる山林ではなく「畑」という人もいるとか。１０月以降から間伐を行って竹を

間引き、年に３～４回肥料をまく。９月に雨が多いと翌春は豊作になるといわれる。小吹のたけ

のこは甘みが強く、新鮮な掘りたてのたけのこは刺身としても食される。市内飲食店を中心に，

ご当地グルメとして「竹原たけのこのテリヤキ牛コロッケバーガー」や「竹原たけめし」などで

積極的にＰＲされるなど、ブランディングが進んでいる。 

 

現状 

○生産 

たけのこの生産量は、２年単位で表年と裏年のサイクルがあるため、生産量のばらつきが多い

が、全体的にやや生産量は減少傾向にある。 

主な生産者は、小吹筍生産組合であり、当組合においては１０月以降から間伐を行って竹を間

引き、年に３～４回肥料をまく竹林の管理が行われているため、品質についても市場において評

価を受けている。また，春先にたけのこ掘り体験を企画し、たけのこの生産の現場を公開し多く

の消費者との交流の場を設けている。 

 小吹筍生産組合のほかにも市内各所に竹林があり，たけのこが収穫されているが、竹林管理の

基準が異なるため品質のばらつきがあること及び生産者および流通過程が把握できていないこ

とに課題がある。 

 

 ＜生産量の推移＞ 

 
 

○流通・販路 

小吹筍生産組合のたけのこは主に直接販売又は市場出荷により流通している。平成２５年から

平成２７年にかけては当組合が参画していた竹原ブランド開発推進会議を通じて東京市場出荷

や一次加工（水煮）への原材料供給を実施した。 

このほか、一部生産者の商品は三原農業協同組合においても取り扱われているほか、個別生産

者による道の駅、流通センター等を通じた流通がなされている。 

また、竹原ブランド開発推進会議を通じて参加したフェア等において市外に出品され，ブラン

ディングがすすめられてきた。 
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○一次加工（水煮） 

たけのこは季節感の強い食材であり、主に春先（1～5月）にかけてのみの出荷となる。 

このため、従来は、旬の時期のみに提供される料理提供が主体となり，原料が調達できなくな

った時点で提供ができなくなり、年間をとおして加工商品や飲食提供商品を開発・提供していく

等の 6次産業化をすすめていくためには、原料を通年で調達できるように一次処理をする必要が

あった。 

従来より、個人経営体による水煮加工後に真空パックにする手法があったが、小ロットでしか

対応できずほとんど流通されることはなかった。このため、竹原ブランド開発推進会議は、加工

場に協力を求め、水煮加工をした後に缶詰として保存する方法によって、通年提供できる体制を

整えた。これにより、現在、通年を通じて商品開発や飲食店提供ができるようになっている。 

 

○加工・飲食提供 

 一次加工による通年において原料の確保ができたことにより、市内飲食店において、「竹原た

けめし」，「竹原たけのこのテリヤキ牛コロッケバーガー」等の新商品が開発され、年間を通じて

提供されている。また、学校給食への提供も可能となった。 

 これに加え二次加工商品として「たけスルメ」，「たけのこダイス」等も生まれており、商品の

幅が広がっており、商品開発の機運が高まっている。 

  

近年の取り組み 

 平成２５年から平成２７年にかけて活動した竹原ブランド開発推進会議の取組を中心に、次の

取組が行われている。 

○たけのこの収穫体験 

 ○たけのこの築地出荷 

 ○たけのこの各種フェアへの出品による広報ブランディング 

 ○たけのこの一次加工（水煮） 

 ○たけのこの飲食提供（竹原たけめし・竹原たけのこのテリヤキ牛コロッケバーガー） 

 ○たけのこの加工品開発（たけスルメ・たけのこダイス） 

 ○たけのこ料理・加工品の各種フェアへの出品による広報ブランディング 

 ○たけのこの水煮の市内流通（給食センター 他） 

 

地域資源の活用方針 

 生産者と実需者をつなげる一次加工と流通を行う６次産業化事業体の設置を推進する。 

 

今後の取り組み 

本計画の重要取組品目として位置づけ、竹原市６次産業化地産地消推進協議会により流通・加 

工に関連したマネジメントができる体制を構築していくためプロジェクトチームを立ち上げた。 

 今後は，このプロジェクトチームに参画した生産者・流通事業者・飲食事業者等を中心に、安

定した原料及び一次加工（水煮）の確保をすすめていくための体制を構築するとともに、市内流

通並びに新商品開発をすすめていく。すでに新商品開発の機運が高まっており、加工・飲食提供

の需要が高まっているため、原料及び一次加工（水煮）の供給体制の強化も必要である。 
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関連事業 

竹工芸品：竹原市竹文化振興協会により、竹細工技術を駆使した工芸品が作りだされ、販売さ

れている。また，市内２箇所（まちなみ竹工房・竹の館）の施設で竹細工体験のできる交流施設

が運営されている。 

竹炭・竹酢液：取り組み事業者数が少ない中、この５年間の間に１件の事業者が引退されたこ

とにより減少している。なお、市内事業者において、竹焼き塩、竹炭を活用した洋菓子等にも活

用されている。 
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（２）じゃがいも（馬鈴薯） 

 

背景 

レンガ工場の煙突が瀬戸内の海沿いに並ぶ吉名地域では、表土を掘り起こすとすぐに真っ赤な

土が顔を出す。この地域では瀬戸内の温暖な気候と日当たりの良い土地を活かして昔からじゃが

いもが広く栽培されており、かつては「まるよし」と呼ばれて高価格で取引されていた。昭和３

８年の秋作は、生産量，１ｋｇ単価ともに日本一を記録し全国的に名を知らしめた。現在でも農

林一号、出島、アンデスの栽培が行われている。特有の甘さのあるじゃがいもは、地域で行われ

ている「じゃがワングランプリ」などのイベントで様々なじゃがいも料理に利用されている。ま

た、新ご当地グルメとして「竹原いもタコカレー」が積極的にＰＲされるなど、ブランディング

が進んでいる。 

 

現状 

○生産 

竹原市内で生産されるじゃがいもは、春作、秋作の年２期作が市内の約８割を占めている。昭

和２４年のいも類の統制撤廃とともに栽培意欲が旺盛となり、昭和２５年には自主的な採種組合

を結成し、県の委託による採種事業を始めた。 

しかし、近年は、生産者の高齢化や価格低迷により作付面積、出荷数量ともに減少傾向にある

が、平成２５年時点での作付面積は５１ha，生産数量は６５２ｔで、隣の安芸津じゃがいもとと

もに県内の主産地となっている。収穫面積規模別農家数については、全体的に規模縮小の傾向に

あり、農協出荷者では２０～３０ａの規模が最も多く、直売等を主とする農家では５ａ未満の規

模が多い。 

耕種状況については、水田、畑とも主に「デジマ」を食用、種子用じゃがいもとして春作、秋

作と年２期作の栽培をしている。近年「アンデス」種の栽培もすすめられている。 

 農協出荷者の多くは、ばれいしょ協会に参画し、お互いの生産品質を管理し、共同選荷により

厳密に規格わけし出荷することで、高品質のじゃがいも生産に努めている。 

 国の指定を受けた産地であるため、産地を維持するための一定の生産面積と共販率を維持する

ことが必要となっている。 

 

○流通・販路 

じゃがいもの生産は、主に農協グループが事務局をもつばれいしょ協会会員と一般の農家とに

分かれる。生産量の多くは、ばれいしょ協会会員による出荷により中国地方の卸売市場へ出荷さ

れているが、規格外品については、道の駅・朝市会・給食センター・地元飲食店等へ販売されて

いる。しかしながら、市内における需要を充足してはいない状態となっている。 

 

○一次加工 

じゃがいもは春作・秋作の年２回収穫ができ，冷暗所の状態で保存することで，年中活用する

ことができるため、一次加工の必要性は低いが、飲食店提供商品の供給速度の向上のため、一次

処理（皮むきをしゆでた状態）した商品を冷凍保存している事例がある。 

 

○加工・飲食提供 

 市内飲食店ではコロッケ、素揚げの他、「竹原いもタコカレー」、「竹原たけのこのテリヤキ牛
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コロッケバーガー」等の新ご当地グルメとしても提供されている。 

 また、じゃがかりんとうといったお菓子、塩じゃが等の調味料、冷凍コロッケ等のレトルト食

品と様々な種類の加工品が開発されている。 

 年１回市内の農家レストランが開催するじゃがワングランプリでは、料理学校や市内飲食店等

から多くのじゃがいもを使った新たなメニューが出品され、これらをもとに商品開発がすすめた

れている。このように、市内におけるじゃがいもを使った新商品開発の機運は高い状態であると

いえる。 

 

近年の取り組み 

 平成２５年から平成２７年にかけて活動した竹原ブランド開発推進会議の取組を中心に、次の

取組が行われている。 

○じゃがいもの栽培研修 

 ○じゃがいもの飲食提供（竹原いもたこカレー・竹原たけのこのテリヤキ牛コロッケバーガ

ー・コロッケ・お菓子類・冷凍コロッケ等） 

 ○じゃがいも料理および加工商品の各種フェアやイベントへの出品による広報・ブランディン

グ 

 

地域資源の活用方針 

 厳格な基準をもって高付加化価値がなされているＪＡの系統出荷のルートからはずれている

規格外品等を、加工向けじゃがいもとして供給できるルートを確保することで、市内飲食店・加

工事業者・給食センター等の需要量を満たす量の原料確保により、地産地消の推進をすすめてい

くとともに、これを用いた 6次産業化（新商品の開発）をすすめていくことで、市外を含めた需

要の拡大をすすめていく。 

 

 

今後の取り組み 

本計画の重点品目として、竹原市６次産業化・地産地消推進協議会において設置したプロジェ 

クトチームにより，市内需要量の精査するとともに市内生産者及びＪＡと連携し，規格外品等を

加工向けばれいしょとして供給できるルートを確立することをすすめる。これにより新商品開発

の需要にこたえるとともに、規格外品への付加価値化を推進する。また、国の産地としての条件

である共販率の維持をした上で、このルートへの供給量を増やしていくためには、ばれいしょ自

体の生産量を拡大する必要があるため、あわせて生産振興をすすめる必要がある。このため、栽

培研修会等を開催し生産者の確保を推進していくものとする。 
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（３）ぶどう 

 

背景 

かつて塩田が広がっていた土地一面に広がっていたぶどう畑。夏の熟れ頃になると、地域一帯

にぶどうの甘い香りが広がっていました。キャンベル・アーリーと呼ばれる種を原種にもつたけ

はらのぶどう栽培は１８７０年に始まったといわれ、生産者の努力の甲斐あってぶどうをまちの

特産品に育て上げたばかりか、甲府、岡山といった名産地をしのぐ品質まで高め、その品質は日

本を席巻したといわれています。その品質の高さを証明するかのように赤玉ポートワインの原料

としても使われ、また、キャンベルジュース、キャンベルソフトクリームなど形を変えて地域の

新しい名産品となりつつあります。現在でも、その芳醇な「香り」は竹原キャンベルの特徴とな

っています。 

 

現状 

○生産 

市内においては竹原町吉崎・小梨町・高崎町等でぶどうの栽培がおこなわれているが、園地の

多くは竹原町吉崎に集中している。主な生産者は、農協組織が事務局をもつぶどう部会に参画し

ている生産者が多い。またぶどう部会は県内おいて果樹の生産地形成を推進するため、果樹の生

産及び加工の合理化ならびに県下一元的な販売組織を確立することを目的とした県組織の広島

県果樹振興協会ぶどう部会に参加している。 

市内においては，ぶどうの栽培方法は、各生産者で異なり、生産者ごとに独自の持ち味をもつ。

また生産者ごとに栽培する品種も異なり、統一規格的な出荷には向かない傾向がある。 

主な品種はキャンベルであるが、より収益性の高い品種への転換がすすめられている。老木樹

が多く生産性が低下傾向にある。 

 

 

 

 

 

 

 

○流通・販路 

ぶどう生産者の多くは販売所を設置し、自ら販売している。また、主に加工用ぶどうについて

はＪＡへの出荷もなされている。ぶどうの栽培方法が各生産者で異なるため、生産者ごとに独自

の持ち味をもつ一方、統一規格的な出荷には向かいない状態である。 

 

○一次加工 

 ぶどうは８～９月にかけてのみ出荷となる季節間の強い食材であり、主に生食として販売され

ている。生食の状態での保存は困難であるため、一次加工処理として現在ジュース化しての活用

や干しブドウとして通年を通じて商品開発や飲食店提供がされている。 

 ジュースについてはキャンベル種を利用しており、県外の加工所に委託をしてキャンベルジュ

ースとして加工されている。しかしながら、加工にむいているキャンベル種は生食として販売す

る上での収益性が低いため、他の品種への転換も進んでおり、加工原料の確保も今後の課題とな
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ると考えられる。 

○加工・飲食提供 

 一次加工によりジュース化された原料をもとに、キャンベルアイス、キャンベゼリー等として

提供されている。一次加工量自体が多くないため、新商品開発等が困難となっている。 

 また、一部生産者は干しブドウに加工し販売をしている。 

 

近年の取り組み 

 平成２５年から平成２７年にかけて活動した竹原ブランド開発推進会議の取組を中心に、次の

取組が行われている。 

○ぶどうの収穫体験 

○飲食提供（キャンベルジェラート等） 

 ○キャンベル加工商品の各種フェアやイベントへの出品による広報及びブランディング 

 

地域資源の活用方針 

 生産者間の連携を推進し、加工・飲食事業者とともに産地として地域性のある新商品の開発を

推進する。商品の多角化により、需要の拡大を図るとともに、産品開発・流通に関する体制を整

備していく必要がある。 

 

今後の取り組み 

本計画の重点品目として、竹原市６次産業化・地産地消推進協議会において設置したプロジェ 

クトチームを中心に、ぶどう部会等の生産者及びＪＡと連携し、地域で計画的な加工原料の確保

にむけた栽培計画策定をすすめるとともに、産地をあげた取り組みによる６次産業化商品開発を

すすめることで、産地ブランド力の向上をすすめる。 

あわせて、生産振興をすすめる必要があるため、収量増加や労力低下がみこまれる栽培技術導

入の支援や、栽培研修会等を開催し生産者の確保により、生産量向上を推進していくものとする。 
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（４）水産物 

背景 

竹原市内に水揚げされる水産物は、他の瀬戸内沿岸の例にもれず多品種少量である。比較的水

揚げの多いものは、タイ、タコ、メバル、アナゴなどである。 

 かつては、忠海から隣の三原市能地付近にかけて、瀬戸内有数のタイの漁場といわれていた時

期もあり、現在も水揚げ量は多い。 また、オコゼやアコウといった高級魚も水揚げされており、

数は少ないが、消費されるホゴやチヌ、タモリといった魚も含め、多様な品種が水揚げされてい

る。吉名地域では、カキ養殖業が展開されており、冬場はカキの出荷も盛んである。 

 

現状 

○漁獲量 

水産物の漁獲量は、近年，減少を続けている。その中で、漁獲量が多いのは，前述のとおりタ

イとタコ、続いてアナゴやメバルなどが続く。以前はカレイ類も多く獲れていたが最近は少なく

なっている。 

原因として考えられるのは、漁業者の減少が挙げられる。漁業者の年齢構成が高く、高齢化が

進んでいるため、漁業者数は 10年で３/４程度に減っており、マンパワーの減少が考えられる。 

また、カワウなどによる食害も報告されている。カワウは 1日 500gの魚を餌とし、竹原市近辺

では大崎上島町内の小島をコロニーとしている。ピーク時には 300羽弱ほどが生息しているとみ

られ被害が懸念される。その他、遊漁者による乱獲も要因の一つと考えられる。現在、インター

ネットなどで優良漁場の情報が瞬時に拡散し、そのうえ、GPSなどの機器の発達で、漁場の特定

が容易となっている。経験のない遊漁者でも、その情報をもとに根こそぎ魚を獲っていき、漁業

者の水揚げが減少するといった事態も全国レベルでは発生している。 

 漁獲資源の維持・確保は全国的にも実施されており、市内においても芸南漁業協同組合・広島

県栽培漁業協会・広島県漁業振興基金協会・市や関連市町と連携し、タコ、メバル、ギザミ、ア

コウ、ヒラメ、タイ、アユ、アサリといった漁業資源確保にむけた取り組みを進めている。 

 ＜漁獲量の推移＞                       （単位：ｔ） 

  
漁
獲
量 

ひ
ら
め 

か
れ
い
類 

に
べ
・ 

ぐ
ち
類 

あ
な
ご
類 

た
い
類 

ぼ
ら
類 

す
ず
き
類 

ふ
ぐ
類 

か
さ
ご 

め
ば
る
類 

え
び
類 

い
か
類 

た
こ
類 

そ
の
他 

平成 16年 78 1 13 2 6 10 1 3 1 3 4 3 6 10 15 

平成 17年 80 3 10 1 6 12 1 2 1 3 4 2 6 11 18 

平成 18年 62 2 8 0 4 10 0 1 1 3 1 2 3 11 16 

平成 19年 69 1 10 - 5 11 - 1 1 - - 2 7 9 22 

平成 20年 69 1 8 - 5 9 - 1 0 - - 1 5 16 23 

平成 21年 63 1 7 - 5 11 - x x - - 1 4 9 23 

平成 22年 45 1 x - x x - x x - - 1 x x x 

平成 23年 39 1 x - x x - x x - - x x x x 

平成 24年 35 1 2 - x 8 - 0 x - - 1 x 5 14 

平成 25年 30 1 1 - 3 8 - 0 0 - - 0 1 4 11 

（参照：広島農林水産統計年報） 

 

○流通・販路 

主な流通・販路は、仲買を通して地元小売店や飲食店に出荷されるルートであるが、一部直接
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卸している場合や直接消費者へ販売する場合もある。また、食による観光を目的とし、地元一次

産品を使い地産地消をうたったおもてなし料理「新・ご当地グルメ」として竹原ご当地グルメ推

進協議会が 2014年 7月に開発した「竹原いもタコカレー」の主材料であるタコを安定供給し，

メニューの通年提供を支えるため、水揚げ後すぐに芸南漁業協同組合で冷凍し、提供店舗（市内

4店舗）に供給している事例もある。 

 

近年の取り組み 

 平成 2６年度から芸南漁業協同組合と市、その他漁業関係団体で構成する竹原市水産業産地協

議会で、タコつぼ型漁礁の沈設による漁場環境整備事業を行っている。また、平成 27 年にはか

き殼をかごに詰めたものを取り付けた小型漁礁をタコつぼ型漁礁とともに沈設している。このほ

かにも様々な事業を活用して、メバル、ギザミ、アコウ、ヒラメ、タイ、アユといった魚種の放

流を行い、水産資源の確保に努めている。 

さらに、平成26年度からは試験的にアサリの種苗採集を行っており、平成26年度は吉名町に、

平成 27年度は忠海町、吉名町に採集袋を設置し、アサリ稚貝の採集を行っている。あさりの漁

獲量は、近年全国的に減少しており、その理由は明確には解明されていない。竹原市内において

も、かつてはアサリが獲れていたが現在はほとんど獲れなくなっている。竹原市内におけるアサ

リの減少原因が、稚貝が全くいなくなっているのか、それとも環境の悪化などにより稚貝が育た

ないのかを検証するため行っているものである。これにより稚貝が採集できることになれば，生

育環境を整えたうえでアサリの養殖を行い，竹原市の新たな水産物の一つとすることが可能とな

る。 

また、竹原の水産物をアピールする目的で，竹原出身の東京在住者の集い東京竹原会において，

竹原の魚（マダイ）を提供し，好評を博している。これを機に生産者による水産物の発送等の取

組がすすめられている。 

また、新ご当地グルメとして、「竹原いもタコカレー」等の新商品が開発されるなど水産物の

6次産業化地産地消に関連した需要が高まっている。この需要にこたえるため、水揚げ後すぐに

冷凍するなど通年提供を支える取り組みを開始した。 

 

地域資源の活用方針 

 現在水揚げされる魚種の販路拡大（地産地消）と加工品開発を目指しながら、同時に新たな水

産資源の獲得を模索することで、漁業者の所得向上と新規担い手の獲得を目指す。 

 

今後の取り組み 

農林業と同様に一次産業全体の課題である事業を受継いでいく担い手不足が大きな問題とな

っている。その対策として考えられるのは、漁業者の所得向上である。 

一つ目の取組みとして、現在水揚げされている魚種のうち、マダイやアナゴなどといった付加

価値が高く、大消費地に比べて安価に流通している水産物の販路を拡大し、販売の強化をすすめ

る。多くの消費者に認知されるようなスキームを展開し、あらたな顧客獲得を目指す。また、東

京竹原会や各種イベント・フェアなどの PR の場には、引き続き、積極的に出展するなどし、大

消費地の消費者の目に留まる機会を狙って、露出を増やしていく必要がある。 

二つ目の取組みとして、アサリや、次項で述べる海ぶどうなど、現在、試験的に養殖や実証試

験などが行われている新たな水産物については、その進展により生産体制の構築を、関係者との

合意形成を図りつつ、経営体質などを中小企業診断士などの専門家とも相談しながら確認しなが

ら、実際の生産体制に入れるよう準備をしていく。 
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以上の二つの取組みをもとに、生鮮水産物の売り上げ増加を目指していく。そして，その先に、

実需に応じた出荷体制の確立、加工・販売も含めた 6次産業化事業を目指し、漁業者の所得向上

と担い手の獲得に向けた動きとする。 
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（４）-２ 海ぶどう 

海ぶどうとは 

クビレズタという海藻の別名で、国内では主に南西諸島等温暖で浅い海に育つ海藻である。沖

縄県や鹿児島県の奄美地方で養殖がおこなわれており、高級食材とされている。 

主茎（ランナー）をのばし、そこから分岐する茎にブドウのような球状の小枝が密生する。こ

の分岐する茎から先を食用とする。ブドウ状の密生する小枝はプチプチとした独特の歯ごたえを

うみ、海ぶどう、グリーンキャビアといった別名のもとになっている。 

海ぶどうは比較的、食物繊維やカルシウムなどが豊富で、ビタミンやミネラルなども含まれて

いる食材である。温度変化に敏感で、高温・低温にさらされるとしぼんでしまう。（15～28℃が

適温）また，調味料をかけて放置してもしぼんでしまうため、食べる直前に調理する必要がある。 

海ぶどうの自生域は南西諸島以南となっており、暖かい海域に自生する海藻であるため、養殖

を行う際も水温管理が重要なポイントとなる。実際に本州で養殖を行っているのは紀伊半島南部

で、養殖期間は冬季を除く期間としているようである。九州以北で養殖の事例がかなり少なく、

付加価値の高い海産物として、竹原市の新たな産品の候補と位置付けている。一般に流通してい

る海ぶどうは店舗等での小売り単価100グラム500円前後である。 

 

現状 

平成25年度から平成27年度にかけて2年半にわたり、芸南漁業協同組合が電源開発株式会社竹

原火力発電所の協力を得て、海ぶどう養殖についての検証実験を実施し、施肥の種類やタイミン

グ・養殖設備・養殖期間や、収穫後の養生など様々な点について実験が行われた。施肥や養生な

どはある程度めどがついたが、冬季の低水温対策が必要といった課題もあるが、実験施設におい

て少量生産ではあるが、海ぶどうの養殖に成功している。 

 

今後の方針 

現在はまだ実験段階であるが，海ぶどうは高付加価値商品であり、収穫量が自然条件に左右さ

れにくい養殖水産物である。水産業の所得向上を期待できる地域資源となりうるので、生産流通

体制のハードソフト面を含めた整備を推進する。生産者の経営体質を考慮しながら、体制整備を

推進して行く必要がある。あわせて供給量を増産する際の販路としては，当面は、道の駅・海の

駅、市内の宿泊施設や、学校給食での飲食提供をターゲットに需要を拡大し、生産が軌道に乗れ

ば、実需者への販売を視野に入れる。 
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（５）その他の品目 

米 

○生産 

本市における農業は、水稲のウエイトが高く、農業粗生産額でみると 21%を占めている。市内平

坦部では、賀茂川水系の葛子川、田万里川及びその支流が流下しているため、これらに設置された頭

首工から取水している。また、谷間部、山間部などでは河川水利用における地域が多いため、灌漑用

の溜池が非常に多く、水田開発に大きな役割を果たしている。 

このため，市内の優良農地の確保・保全と休耕地の利用促進を行い、生産基盤整備を推進するため

に、設定されている農用地等（317.57ha）のうち 77.4％の（241.31ha）が水田として利用されている。 

しかし、兼業農家による経営が多いうえ、ほ場整備等の基盤整備の実施率が低く不整形、小面積の

水田地区が多いこともあり、集落営農の取組みが進展せず、耕作放棄等による農地の荒廃も顕著とな

っていてきている。 

田万里・小梨地区においては、集落法人が設立され､農地の利用集積・大型農業用機械の利用によ

る農作業の軽減・効率化を図る取り組みが進められている。 

【生産量】 

 Ｈ25年度 水稲作付面積 180.7ha (内農事組合法人 16.3ha) 

 Ｈ26年度 水稲作付面積 170.2ha（内農事組合法人 15.3ha） 

 Ｈ27年度 水稲作付面積 166.2ha（内農事組合法人  18.2ha） 

 

○流通・販路 

 主にＪＡを通じた流通となるが、その場合広島県産米として取り扱われる。現在、産直米とし

てＪＡで取り扱うこととしているのは、生産量の多い集落法人のお米のみとなっている。 

 その他個別農家による直接販売も多く、地区によっては生産組合を通じて共同で販売管理をし

ている事例もある。また、生産者の一部は企画米（漢方米・れんげ米・雑穀米等）を生産し、市

内の事業者が取り扱う事例もある。 

 

○一次加工 

 一部生産者が米粉用米を生産し、ＪＡ及び米粉加工事業者と連携し、給食センター等の市内事

業者間で活用がされている。 

 また、一部ではあるが市内酒造メーカーと連携した酒用米づくりも行われている。 

加工用米の取り組みもあるが、全農ルートでの取り引きとなっており、竹原産米の流通先加工先

については特定困難である。 

 このほか、市内には味噌加工場やモチ加工場があり、加工場運営グループは利用者を広く募る

取組として味噌加工体験等を催すとともに、地元の米を使った味噌を加工、販売を行っている。 

 

○加工・飲食提供 

 米飯用米としては、市内飲食店の一部の店舗にて活用されている事例はあったが、飲食店事業

者と生産者の結びつきが低く活用されていない店舗も多い。 

 加工については、竹原新ご当地グルメ推進協議会が竹原ブランド開発推進会議と開発した「竹

原たけのこのテリヤキ牛コロッケバーガー」のバンズには竹原産ヒノヒカリの米粉が使われてい

る。米粉を活用したパンやお菓子等の加工品も市内で開発されており、今後竹原産の米粉の需要

は拡大傾向にあると思われる。 

 一部ではあるが市内酒造メーカーと連携した酒用米づくりも行われている。 
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○今後の方針 

６次産業化・地産地消推進協議会により流通・加工に関連した情報を生産者と実需者とで共有

することで，主食・米粉・酒用の実需にあわせた計画的な水稲生産を推進していく。ただし，米

粉用米については国庫補助の上乗せがあるため取引価格自体が低調であっても採算性がある状

態であることから、国庫補助の上乗せがなくても生産のまわるような体制づくりが継続的な事業

展開には必要であり、他農林水産物との連携活用を通じて高付化価値化に取り組むものとする。 
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畜産物 

○生産 

竹原市市内には、牛肥育農家３軒があり、それぞれ特色をもった生産をしている。 

 竹原市福田町にある峠下畜産においては。約1,300頭もの飼養頭数を誇る県内でもトップクラ

スの牧場で、未経産の雌牛のみを肥育している。エフワンという和牛とホルスタインをかけ合わ

せた品種で、純粋な和牛より柔らかく美味という人もおり，地元竹原の人は峠下牛のことを「た

おぎゅう」と呼び、スーパーや精肉店では「たおぎゅう」販売コーナーが他の肉と分かれている

など地元での人気と地位は絶大。味はさっぱりとした脂の甘みが特徴である。 

 竹原市西野町にある藤原牧場、竹原市小梨町小吹地区の竹本牧場では黒毛和牛を肥育している。

広島県内で肥育された黒毛和牛のうち肉質４等級以上の牛だけが認定される「広島牛」のブラン

ドでも流通している。藤原牛は、地下から汲み上げるおいしい水と、肉質に合わせ配合にこだわ

ったエサにより育てられ、牛肉のうまみとやわらかい肉質が別格で、広島市内の飲食店でも高い

評価を受けており、高値で取引されている。 

また市内には、鶏卵農家、ブロイラー、養蜂農家が存在している。 

 【生産量】H27.10月現在 

  肥育牛 1640頭 ブロイラー 33,000羽 鶏卵 1500羽 

 

○流通・販路 

牛肉の流通は牛トレサ法により個体識別され管理されており、流通販売経路にのる牛肉は一般

的に市場内において生産者から委託された卸売業者が枝肉をせりなどにより仲卸業者や売買参

加者に販売し仲卸業者・売買参加者が部分肉に処理加工して、市場外の小売店等に販売され，一

般の精肉店等に流通している。 

 

○一次加工 

牛肉については、一次加工処理（と殺・枝肉処理）は、卸売市場内で実施されている。 

 

○加工・飲食提供 

 市内畜産事業者は，年中を通じて市場へ出荷しているため、年中を通じて牛肉を確保すること

はできる。畜産事業者の一部は、仲卸業者・売買参加者等から自らの牛肉を買い戻し販売してい

る。峠下畜産は、竹原流通センター内の峠下直営店にて、牛肉加工品のローストビーフの販売も

行っている。峠下牛としてブランド力をもっているため、峠下牛を活用して加工事業者が冷凍コ

ロッケ等を生産している。また、市内だけでなく市外においても飲食店や旅館事業者において飲

食提供をしたり、イベント等で販売ＰＲをするなど牛肉の高付加価値化に取り組む動きが活発で

ある。  

鶏卵農家はすべて多角的な経営をしており、鶏卵の他米野菜の生産や料理店の運営等をおこな

っている。ブロイラー事業者については市外事業者が運営体であるため、生産流通等不明。養蜂

事業者については、大手メーカーと提携する他、自らハチミツを商品として販売しており，この

ハチミツをつかった食育の活動がおこなれる等、商品の認知度が高まってきている。 

 

○今後の方針 

 牛肉については、ブランド力を持った生産がおこなわれており、生産者自ら流通に加わってい

る農家もあり、６次産業化もすすんでいるため、より一層のブランド価値を高める取り組みを支

援していくものとする。 



-32- 
 

鶏卵やブロイラー、養蜂については生産者が限られ事業規模も大きくないが、生産者自ら流通

や加工・飲食提供をされているケースが多い。生産者の意向に応じて需要の拡大をすすめるとと

もに、地産地消及び６次産業化について支援していくものとする。 
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果樹 

 本市においては、先に示したぶどうの他、沿岸地域の温暖な気候と内部地域のやや冷涼な気候

が点在するため、柑橘、いちじく、いちご、ウメ、カキ、キウイフルーツなど様々な果樹栽培が

おこなわれている。一部品目ではＪＡが事務局を持つ生産者部会が組織され振興されている。 

柑橘栽培は、終戦後盛んになり，普通温州を中心に産地化が進められてきたが、近年では収益

性が高いデコポン、はるみ、いしじなど優良系統へ更新が図られている。また、平成に入るとイ

チジクの栽培が盛んとなり、朝採りで出荷するイチジクは評価が高く、地元竹原市場を通じて、

販売されている。 

多くの品目は生食用として、ＪＡグループ系統や竹原流通センターや直売所等への出荷のほか

個別に販売店や飲食店と連携する等さまざまな流通・販路が混在しているため、ロットが確保で

きず加工はほとんどされていないが、少量ではあるがジャムやお菓子等の加工品も提供されてい

る。 

このため、地域資源として活用を促進するため、他地域資源との連携、地産地消などを通じて

高付加価値化を進めるものとする。 

 

【生産量】 

 

 

 



-35- 
 

野菜・特用林産物 

 本市においては、先に示したじゃがいもの他に、アスパラガス、キャベツ、ダイコン、にんじ

ん、さといも、はくさい、ほうれんそう、レタス、ねぎ、たまねぎ、きゅうり、なす、トマト、

ピーマン等さまざまな品目が生産されているが、品目ごとの作付面積・生産量ともに大きくはな

いが、近年認定農業者、認定就農者等が野菜生産の取組を始めたことをうけ、今後アスパラガス

等一部の品目は生産量が増加していくことが予想される。また，参入企業・認定就農者等がしい

たけ生産を行う等品目の多様化が進んでいる。 

現在、多くの品目は生食用として出荷され、ＪＡグループ系統や竹原流通センターや直売所等

への出荷のほか個別に販売店や飲食店と連携する等さまざまな流通・販路が混在している。この

ため、十分なロットが確保できずに加工向けにはほとんどされていない。 

 

花 

本市においては、水田における露地での菊栽培を中心とした生産が行われている。また、施設による

バラや花・野菜の苗を生産する農家等さまざまな経営体が存在する。主に切り花として花市場での流通

がおこなわれており、市場でのセリ落とし事業者名などは一般には公表されておらず、その後の流通経

路は不明。しかしながら、一部農家は贈答用や店舗販売用としての出荷も行っている。花市場への出

荷が重要となる業界であり、花市場を重視する経営体が多いため、生産者の理解を得られる範囲で贈

答用や市内流通、他農林水産物商品との連携活用等について模索するものとする。 
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塩 

江戸時代、現在の竹原市に入浜塩田がつくられた。安芸国賀茂郡竹原下市（しもいち）村では

1646年(正保 3)2月から翌年にかけ、郡代官鈴木四郎右衛門主導下に大新開（おおしんがい）が

干拓されたが、その一部を塩田に改築することになり、播州赤穂から 2人の技術者を招いて塩浜

1軒を試作した。これが成功したので 50年(慶安 3)大新開の沖口沿いに 31軒を築造し(慶安の古

浜と呼ばれる)，さらに 52年(承応 1)あらたに新開の中に新浜 67軒を増築、98軒となった。戦

後、塩田法改正に伴い昭和 35年に塩田は全面廃止されることとなった。かつて瀬戸内地方では

製塩業が盛んでたくさんの「流下式枝条架併用塩田(りゅうかしきしじょうかへいようえんでん)」

があったことを受け、ＮＰＯネットワークたけはらが、この手法を現代によみがえらせ、手作り

の塩を生産している。他の地域資源と連携することで幅広い展開ができる可能性があり、地産地

消などを通じて高付加価値化を推進するものとする。
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３ 計画の目標 

竹原市の６次産業化地産地消の目的のため，本計画で目指す姿を実現すために，おおむね５年

後をめどに次の指標及び目標値を設定します。 

 

 ○６次産業化事業体数 新規１件以上 

 

○６次産業化地産地消に関連した竹原市取扱生産物売上高  5年後に2000万円以上の増加 

 

○６次産業化地産地消に関連した新規ご当地メニュー 10以上開発・販売 

 

 


